
令和５年度計画の進捗状況について

令和５年度第３四半期及び年度末見込み
業務実績指標一覧

令和５年度 第３回評価委員会資料から抜粋
参考１

2

2

１ 主な計画値と実績値での推移
（１）グラフの見方

ア 計画値と実績値を四半期又は半期で折れ線グラフ化。

イ 半期で実績確認する指標については、年度の計画値
又は実績値をグラフ化

ウ 第１期（H29-R02）で計画値と実績値がある指標につ
いては、経年で確認できるようにした。
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3

3

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ア ５疾病４事業と在宅医療等での役割①

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

4

4

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ア ５疾病４事業と在宅医療等での役割②

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値
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5

5

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ア ５疾病４事業と在宅医療等での役割③

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

6

6

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ア ５疾病４事業と在宅医療等での役割④

Ｒ05・4Ｑは
見込み値 Ｒ05・4Ｑは

見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値
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7

7

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ア ５疾病４事業と在宅医療等での役割⑤

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

8

8

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ア ５疾病４事業と在宅医療等での役割⑥

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値
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9

9

（２）第２ 市民サービス、業務の質
イ 地域の病院、診療所との機能分化及び連携強化

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

10

10

（２）第２ 市民サービス、業務の質
ウ 医療の質の向上

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値
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11

11

（３）第３ 業務運営の改善及び効率化
ア 経営の効率化

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

12

12

（４）第４ 財務内容の改善
ア 前文
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13

13

（４）第４ 財務内容の改善
イ 収支バランスの適正化①

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

14

14

（４）第４ 財務内容の改善
イ 収支バランスの適正化②

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値
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15

15

（４）第４ 財務内容の改善
イ 収支バランスの適正化③

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

Ｒ05・4Ｑは
見込み値

16

16

（４）第４ 財務内容の改善
イ 収支バランスの適正化➃
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今後のスケジュール 

１ 令和６年度のスケジュール 

時 期 事 項 主な審議事項など 

5月 14日 第１回評価委員会 ・第３期中期目標の方向性の検討状況について 

・令和６年度計画について（報告） 

6月 30日 地独法第 28条及び第 34

条に基づく提出〆切 

・令和５年度事業報告（財務諸表等） 

・令和５年度業務実績等報告（自己評価） 

   →設立団体による評価案の作成 

【評価委員の改選】 

7月 4日 第２回評価委員会 ・令和５年度評価（素案）について 

・第２期中期目標期間の見込評価（素案）について 

・第３期中期目標（原案）について 

8月 9日 第３回評価委員会 ・令和５年度評価（案）について 

・令和５年度事業実績について（報告） 

・第２期中期目標期間の見込評価（案）について 

・第３期中期目標（素案）について 

・中期目標期間の終了時の検討に関する意見書につ

いて 

8月 書面 ・令和６年度第１四半期業務実績について 

8月下旬 【議会へ報告】 

 

・法人の経営状況（地自法第 243条の 3第 2項） 

・業績評価結果（地独法第 28条第 5項） 

10月下旬 第４回評価委員会 ・第３期中期目標（案）について 

・第３期中期計画（素案）について 

11月中旬 第５回評価委員会 ・第３期中期計画（案）について 

・令和６年度上半期（第２四半期）業務実績報告に

ついて 

※ 上記以外に、臨時で開催することがあります。 

 

 

 

 

 

参考２ 
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○地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会条例 

平成２８年３月２９日 

条例第１２号 

改正 平成２９年１２月２２日条例第５７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号。以下「法」という。）

第１１条第１項の規定に基づき設置する地方独立行政法人市立大津市民病院評価委員会（以下

「委員会」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２９条例５７・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、市長の諮問に

応じ、次に掲げる事項について意見を述べる。 

（１） 法第２６条第１項の規定に基づく中期計画の認可に関すること。 

（２） 法第２８条第１項第１号及び第３号に定める事項の評価に関すること。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。 

（平２９条例５７・追加） 

（組織） 

第３条 委員会は、委員８人以内をもって組織する。 

（平２９条例５７・旧第２条繰下） 

（委員） 

第４条 委員は、医療又は事業の経営に関し学識経験を有する者その他市長が適当と認める者の

うちから、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（平２９条例５７・旧第３条繰下） 

（臨時委員） 

第５条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置く

ことができる。 

２ 臨時委員は、当該特別の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

参考３ 
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３ 臨時委員は、その者の委嘱に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱

されるものとする。 

（平２９条例５７・旧第４条繰下） 

（委員長） 

第６条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（平２９条例５７・旧第５条繰下） 

（会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができな

い。 

３ 委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くこ

とができる。 

（平２９条例５７・旧第６条繰下） 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、健康保険部において処理する。 

（平２９条例５７・旧第７条繰下） 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮

って定める。 

（平２９条例５７・旧第８条繰下） 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１２月２２日条例第５７号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 
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